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第９次船員災害防止基本計画

Ⅰ 計画の趣旨

船員の安全と健康の確保については、昭和４３年度から８次にわたり船員災害防止

基本計画を策定し、関係者の協力のもと各種対策を実施してきた。この結果、昭和４

２年度に比べ、第８次基本計画期間の初年度に当たる平成１５年度から平成１７年度

までの船員災害の発生率（千人率をいう。以下同じ。）は、約５分の１と大幅に減少

している。しかしながら、これを陸上と比べると依然として高い状況にあるほか、船

員災害としての疾病（以下単に「疾病」という。）の発生率については、最近、増加

に転じる兆しを見せている。

特に、船員の生活・労働環境は、相当期間陸上から隔絶されるとともに、気象・海

象の影響を受けやすいなど、本来的に厳しい条件下にあることに加え、近年、船員の

高齢化等の環境変化も進行している。また、昨今、船員不足が顕在化しつつあり、こ

れに的確に対処して船員を確保・育成していくためにも、船員災害の防止対策を推進

し、安全で健康的な職場づくりに取り組むことが重要である。

このため、船員災害防止活動の促進に関する法律（以下「法」という。）に基づき、

船員災害の防止に関し基本となるべき事項を明らかにした第９次船員災害防止基本計

画（以下「本計画」という。）を定めるものである。今後は、本計画に基づき、関係

者が一体となって船員災害の防止に向けた活動を強力に推進するものとする。

Ⅱ 計画の期間

本計画は、平成２０年度を初年度とし、平成２４年度を目標年度とする５か年計画

とする。

Ⅲ 計画の目標

本計画における船員災害の減少目標について、死傷災害（疾病以外の死傷を伴う船

員災害をいう。以下同じ。）及び疾病に区分して、次のとおり設定する。

１．死傷災害

死傷災害の発生率について、５年間で２１％減少させることを目標とする。この
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場合における船種別の目標は、次のとおりとする。

一般船舶 １６％減

漁 船 ２６％減

合 計 ２１％減

２．疾病

疾病の年代別発生率を見ると、５０歳以降は大幅に上昇する傾向にあり、船員の

高齢化の進行に伴い疾病の発生率全体が上昇する状況となっていることから、疾病

の年代別発生率に着目することが必要である。このため、疾病の年代別発生率につ

いて、第８次船員災害防止基本計画における疾病の減少目標と同等の水準を達成す

ることを目指し、５年間で１８％減少させることを目標とする。

一方、疾病の発生率全体については、年代別発生率が１８％減少した場合におい

ても、船員の高齢化によって疾病発生率の高い年代層の割合が増加し、年代別発生

率の減少効果を抑制することから、５年間で８％減少させることが目標となる。こ

の場合における船種別の目標は次のとおりである。

一般船舶 ２％減

漁 船 １６％減

合 計 ８％減

Ⅳ 船員災害の現状と課題

船員災害をめぐっては、発生件数や発生率が減少する一方で、船員の高齢化、設備

や機器の高度化、作業の多重化・効率化、外国人船員の増加等の様々な変化が生じて

いることから、本計画では、船員災害の防止対策を効果的に講じていく上で、特に必

要な現状認識及びこれを踏まえた課題を次のとおりとする。

１．死傷災害の分析に基づく再発防止対策

(1) 死傷災害の背景に着目した対策

平成１５年度から平成１７年度までの死傷災害の発生状況を見ると、最大の原

因は転倒、はさまれであり、死亡災害に限ると海中転落によるものが最多となっ

ており、引き続き、これらの対策の充実が必要である。

次に、平成１７年度に発生した死傷災害を対象として、アンケート形式（複数
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回答可）によるサンプル調査を行い、米国の国家運輸安全委員会が採用している

災害分析手法等を参考にして転倒等といった直接的な原因の背景にある基本的な

原因の把握を行った。この結果、「慣れ」が４５％、「安全確認不十分」が４０

％と上位を占め、人的要因（ヒューマンファクター）が最大の原因であった。こ

れらに次いで、「波浪による船体動揺」が３２％、「判断ミス」が２４％、「作業

手順の不徹底」が１８％、「経験不足」が１２％、「加齢による機能・体力低下」

が１１％となっており、人的要因以外に管理要因等も原因の上位となっていた。

また、これらを年齢別に見ると、「安全確認不十分」はどの年齢層でも主要な

原因となっている一方、若年船員では「経験不足」や「知識・技能不足」が、中

高年齢船員では「慣れ」が相対的に大きな原因となっており、以上のような状況

を踏まえた組織的な対策が必要である。

(2) 中小船舶所有者に係る対策

約１０年前までは中小船舶所有者とその他の船舶所有者の死傷災害の発生状況

がほぼ同等であったが、最近、その格差が開きつつある。具体的には、平成１５

年度から平成１７年度までの死傷災害の発生状況を見ると、中小船舶所有者の船

員数が全体の８２％であるのに対し、その死傷災害は８８％を占めている。この

ため、当該船舶所有者における死傷災害対策の充実が必要である。

２．死傷災害の減少に対応した効果的な予防対策

平成１５年度から平成１７年度までの死傷災害の発生状況を見ると、昭和４２年

度と比べて約４分の１と大幅に減少しており、実際に発生した死傷災害を教訓にし

ながら対策を講じていくだけでなく、船員労働安全衛生規則（以下「規則」という。）

に基づく船内安全衛生委員会等を活用しつつ、積極的な潜在的危険の予防対策に取

り組む必要がある。

また、ＩＬＯ海事労働条約では、船員災害の防止等を図るため、船内安全委員会

の設置、リスクの低減措置や計画的・継続的な改善措置の実施等が義務づけられて

おり、今後は、これらの要素を取り込みつつ効果的な予防対策を進めていくことが

望まれる。

３．海難防止対策による死傷災害の抑制

海難防止については、国において平成１９年から平成２３年までの５年間に商船
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の海難発生船舶隻数を平成１８年比で１０％減少させることを目標として掲げてい

るところであり、運輸安全マネジメント評価による安全管理体制の構築、重大事故

発生時の再発防止対策の実施等を通じた海難防止対策を実施し、海難による死傷災

害の抑制を図る必要がある。

４．船員の高齢化に伴う諸課題への対応

(1) 高年齢船員の死傷災害に係る対策

平成１５年度から平成１７年度までの死傷災害の発生状況を見ると、５０歳以

上の船員の占める割合が５１％となっており、その割合も増加する傾向にあると

ともに、５０歳以上の船員数が全体の３７％であることと比較すると高い値を示

している。このため、高齢化に伴う心身機能の変化を踏まえた高年齢船員の死傷

災害対策の充実が必要である。

(2) 若年船員に係る安全衛生対策

船員の高齢化が進行する一方で、最近、若年船員に対する求人需要が回復しつ

つあり、船員の確保・育成に向けた政策的な取組とあいまって、今後、船員の世

代交代が進むものと見込まれるが、これに伴い熟練船員が有する安全衛生に係る

ノウハウが船内で十分継承されず、船員災害の増加につながるおそれがある。こ

のため、若年船員に対する安全衛生対策の充実が必要である。

(3) 生活習慣病に係る対策

平成１５年度から平成１７年度までの疾病の発生状況を見ると、３５歳以上の

船員の占める割合が８５％となっており、３５歳以上の船員数が全体の６８％で

あることと比較すると高い値を示している。特に、生活習慣病については、当該

船員の疾病の２６％を占めているほか、船員全体の疾病による死亡の８１％が生

活習慣病を原因としており、その割合も増加する傾向にある。このため、中高年

齢船員を中心とした生活習慣病対策の充実が必要である。

Ⅴ 船員災害防止のための主要な対策

本計画における主要な対策は、次のとおりとする。

なお、これらの対策の実施に当たっては、「自分の身は自分で守る」という心構え

のもと、船舶所有者及び船員自らが安全意識を高めていくとともに、法の精神に則り、

船舶所有者、船員及び国等の関係者が一体となって船員災害防止対策の積極的な推進



- 5 -

を図るものとする。

１．総合的・計画的な対策の推進

(1) 自主的な船員災害防止対策の推進

作業・生活環境、労働条件の改善等総合的・計画的な船員災害の防止対策を講

ずるため、次により船舶所有者及び船員による自主的な安全衛生管理活動を推進

する。

① 経営トップによる安全衛生管理活動への積極的な取組

② 安全衛生管理に関する年間計画の作成及び実施

③ 安全衛生委員会の活性化を含む安全衛生管理体制の整備と活動の促進

④ 安全又は衛生の管理担当者の権限及び責任の明確化並びに活動の促進

⑤ 安全衛生に対する船員の自主的な自己管理の徹底

特に、中小船舶所有者については、団体安全衛生委員会、地域又は業種単位の

協議会等、さらには荷主や元請オペレーター等を含めた協議会等の船員災害防止

に向けた自主的な組織を設置し、活動を促進する。既に設置している組織につい

ては、一層の活性化を図り、船員の自己管理や安全衛生教育の促進、安全衛生基

準や作業基準の作成、災害事例等に関する情報交換、相互安全衛生パトロール等

を推進する。

(2) 安全衛生教育訓練の充実

安全衛生教育訓練は、個々の船員が担う作業の種類や内容、職務の責任の程度

等に応じて確実に実施する必要があるため、安全衛生教育訓練の計画的な実施、

教育施設の充実及び教育訓練担当者の育成、教材の整備等を促進する。

また、船員災害防止協会等が行う安全衛生に関する各種講習会等の充実強化を

図るとともに、船員の安全衛生教育訓練への参加を促進するなど個々の船員の安

全衛生に対する意識向上を図る。

(3) 死傷災害・疾病予防対策及び健康増進対策等の推進

長時間労働、業務の多重化等による疲労及びストレスの蓄積等が死傷災害や疾

病の要因となる場合があることから、その予防を図るため、船内の労働・生活環

境の改善を促進する。

また、死傷災害及び疾病の予防の徹底や船員自らによる健康増進への取組を支

援するため、船員の健康状態を把握し、作業環境の改善、適正配置、健康相談、
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運動指導等の心身両面にわたる総合的な対策を推進する。

さらに、石綿（アスベスト）による健康被害対策として、船内で石綿を取り扱

う際の予防措置の徹底等を図るとともに、引き続き、元船員に対する船員健康管

理手帳制度の周知を進める。

(4) 死傷災害に係るリスク低減対策の推進

死傷災害が大幅に減少するとともに、船員の世代交代が進んでいく中にあって、

リスク低減措置を通じた効果的な予防対策を進めるため、各船舶所有者において

は、船員災害の原因分析を行い、これに基づく再発防止対策を講じるとともに、

いわゆるヒヤリ・ハット事例の収集・活用やＫＹＴ（危険予知訓練）・ＫＹＫ（危

険予知活動）といった手法の導入・活用を促進する。この再発防止対策の作成に

当たっては、不安全状態と不安全行動の両面から対処すべく、人的要因をはじめ、

作業要因（作業手順等）、管理要因（教育訓練等）及び設備要因（機械・機器等）

といった死傷災害の背景にある基本的な原因について多角的に対策を検討するこ

とが望ましい。

また、船内において、上記(1)から(4)前段までの対策をリスク低減の観点から

組織的・計画的に進めていくためには、作業前ミーティングの確実な実施等に加

えて、規則に基づく船内安全衛生委員会の設置促進とその活用を図ることが有効

である。特に、これを中心に船内での危険要因の特定・評価（リスクアセスメン

ト）、安全衛生目標や安全衛生計画の作成・実施、当該計画の実施状況や効果の

確認とさらなる改善措置の実施等を継続的に行う手法（以下「船内労働安全衛生

マネジメント」という。）の導入がより効果的であると考えられる。このため、

国や船員災害防止協会を中心として、自主的に船内労働安全衛生マネジメントの

導入を図ろうとする船舶所有者等が活用しうるガイドラインを作成し、その普及

を図る。

(5) 国等による取組の推進

総合的な船員災害の防止対策を推進するため、国においては、災害防止に係る

情報提供や船員労働安全衛生月間等の広報啓発活動、関係法令の整備及びこれに

基づく指導監督の強化、船員労働災害防止優良事業者認定制度の普及・活用等に

取り組む。また、船舶所有者によるヒヤリ・ハット事例の収集・活用を支援する

ため、国においてもこれらの事例の収集を行い、整理・分析の上、広く関係者に

紹介する取り組みを進める。
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船員災害防止協会においては、安全衛生に関する事業の充実を図るとともに、

会員の加入促進を通じて活動の成果をより高めていく観点から、当該事業の魅力

の向上に努める。

２．重点的な対策の推進

(1) 作業時を中心とした死傷災害防止対策の推進

平成１５年度から平成１７年度までの死傷災害の発生状況を見ると、転倒、は

さまれによるものが３４％を占め最も多いため、作業時を中心とした死傷災害の

防止対策を推進する。

特に、一般船舶においては、整備・管理作業によるものが３９％、漁船におい

ては、漁ろう作業によるものが３７％を占め最も多いことから、これらの作業時

における死傷災害の防止を徹底する。

(2) 海中転落等による死亡災害防止対策の推進

死傷災害のうち死亡災害を見ると、海中転落によるものが４５％を占め最も多

いため、船内設備や作業方法を検証し、作業用救命衣等の保護具の使用の徹底等

を図り、海中転落の防止対策を推進する。

また、酸素欠乏による作業事故等最近の複数死亡災害を見ると、基本的な作業

基準等の遵守を怠ったことによるものが目立っていることから、作業内容等に応

じた手順の確認と船員一人一人の意識の向上を図り、その遵守を徹底する。

(3) 船員の高齢化に対応した死傷災害防止対策の推進

高年齢船員については、個人差はあるものの、一般的には筋力、敏しょう性、

平衡感覚等の運動機能や視覚、聴覚、触覚等の知覚機能及び傷害・疾病の治癒機

能等が低下するため、このような心身機能の変化に対応した作業環境・作業方法

等の改善、適正配置等の死傷災害防止対策を推進する。

また、船員の高齢化等に伴う世代交代を円滑かつ安全に進めるため、船長をは

じめとする熟練船員が有するノウハウを生かし、これらの船員による若年船員へ

の安全衛生に係る指導の促進を図る。

(4) 中高年齢船員を中心とした生活習慣病の予防対策の推進

生活習慣病は、長年にわたる塩分・脂肪分の取りすぎ、運動不足、過度の喫煙

・飲酒やストレス等の生活習慣に主に起因している。特に、生活習慣病の有病者

やその予備軍とされる人々は、内臓脂肪型肥満やこれに伴う高血糖、高血圧又は
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高脂血症を重複的に発症させている場合が多いが、このような状態はメタボリッ

クシンドローム（内臓脂肪症候群）と位置づけられているところであり、生活習

慣病の予防のためには、生活習慣の改善を通じたメタボリックシンドロームの防

止が必要である。

４０歳から７４歳までの日本人男性の約２分の１がメタボリックシンドローム

の可能性があるとされているが、船員については、厳しい生活・労働環境下にあ

るだけでなく、男性の割合が比較的多い、高齢化が進行しているなど、メタボリ

ックシンドローム対策に取り組む必要が特に高いと考えられる。

このため、中高年齢船員を中心として、教育や情報提供を通じて生活習慣病や

メタボリックシンドロームに対する船員の意識向上を図り、食生活の改善、適度

な運動、喫煙・飲酒の節制等に心がけるなど、船員自らによる日常の生活習慣の

改善を促進し、生活習慣病発症の危険性の低減を図る。また、船員に対する食料

の支給に当たっては、栄養バランスに十分配慮するとともに、定期的・継続的な

生活習慣病やメタボリックシンドロームの検査の実施によって早期予防・早期発

見に努める。

また、ＳＡＳ（睡眠時無呼吸症候群）については、海難防止の観点からも早期

の対応が必要であり、マニュアルの活用を図るなど対策を推進する。

(5) 外国人船員に係る安全衛生対策の推進

近年、外国人船員が増加傾向にあることから、当該船員に対する船員法等関係

法令の周知や安全衛生教育の徹底等を図るとともに、外国語による安全作業マニ

ュアルの作成、危険等に関する標示、作業基準の見直し、船員間のコミュニケー

ションの充実等の安全衛生対策を推進する。


